
平成22年度　第7回　道北女子クラブ対抗親睦大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催日　：　平成22年7月11日（日曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主   催　：　北海道女子ゴルフ協会　道北部会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会   場　：　大雪山カントリークラブ

競　　技　　の　　条　　件

1．　ゴルフ規則

日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこのローカルルールを適用する。

2．　使用球の規格

　「公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(C）1b」を適用する。（ゴルフ規則186p参照）

3．　使用クラブの規格

　「適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(C）1a」を適用する。（ゴルフ規則184p参照）

4．　スタート時間

　「ゴルフ規則付Ⅰ(C）2」を適用する。（ゴルフ規則187p参照）

5．　ホールとホールの間での練習禁止

　「ゴルフ規則付Ⅰ(C）6b」を適用する。（ゴルフ規則190p参照）

ロ　ー　カ　ル　・　ル　ー　ル

1． アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。

2． 修理地は青杭または白線をもってその限界を標示する。

3． コース内にある樹木の支柱・金網、車の轍、溝、コース内給水栓等は障害物とする。

4． スルーザグリーン内の用水路は、ウォーターハザードとする。

5．
ウォーターハザードは黄杭または黄線、ラテラルウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界を標
示する。線と杭が併用されている場合は線がその限界を表示する。

6． ローカル・ルールの追加又は変更のある場合は、随時クラブハウス内に掲示し、その日より効力を発生する。

7． 上記以外はJGAの規定による。

注    意    事    項

1． 競技の条件またはローカル・ルールに追加又は変更のある場合は、クラブハウス内に掲示して告示すること。

2．
プレーの進行に留意し、先行の組との間隔を空けないように注意すること。プレーの不当な遅延についてはゴ
ルフ規則6-7を適用する。（ゴルフ規則68ページ参照）

      

競技委員長　 　長瀬　清子
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